
2017年11月12日

市長等・職員
議会・議員

逗子の未来協議会 第12回

自由席でお座りください
後半で席替えします



1. 次第

2. 地方自治法に定める市長の権限

3. ‘宣誓文’の参考

4. アンケート

5. 次回の資料

（前回まとめ） ワークショップ第11回レポート

アンケート集計結果グループワークまとめ

配付資料



今回の目的の共有

情報提供「市長は何をする人？」

アイスブレイクの話し合い

グループの話し合い①市長

グループの話し合い②職員

意見交換

次回予告、アンケート

本日の内容



今回の目的

主に、「市長」と「職員」について
意見交換する

 「逗子市の市長はどうあるべきか」
および、「職員に期待すること」
（職員は「自分たちはどうありたい
か）を話し合う



市長は何をする人？

市長に関する法令の定め

市長の一週間

情報提供



地方自治法に定める市長の権限

【都道府県と市町村の役割分担】

◆都道府県が処理する事務
①広域にわたるもの
②市町村に関する連絡調整に関するもの
③その規模又は性質において一般の市町村が
処理することが適当ではないと認められるもの
◆市町村が処理する事務
都道府県が処理する事務を除き、
①地域における事務
②法令で定められたその他の事務



【事務の管理及び執行権】
地方自治体の事務を管理し、執行する。
１ 議会へ条例案など議案の提出
２ 予算の提出と執行
３ 地方税の賦課徴収
４ 分担金、使用料、加入金、手数料の徴収
５ 過料を科すこと
６ 決算を議会の認定に付すこと
７ 会計の監督
８ 財産の取得、管理、処分
９ 公の施設の設置、管理、廃止
１０ 証書、公文書類の保管
１１ 以上のほか、地方公共団体の事務を執行すること



【統括代表権】
地方自治体を統括し、代表する。

「統括」…事務全般について、
総合的統一を確保する権限

「代表」…外部に対して、その地方自治体
の行為となる行為を行う権限



【職員の指揮監督権】
補助機関である職員を指揮監督する。

「補助機関」…行政機関における執行機関
の事務を補助するために置かれる機関

副知事、副市長村長、会計管理者、

出納員などの会計職員、

その他の職員等



【その他の権限】

・職員の任命権
・総合調整権
・規則制定権
・事務組織権
・所管行政庁の処分の取消及び停止権
・公共的団体等の監督権



逗子市長の一週間

横須賀三浦地域首長懇談会 打合せ（福祉部）

＜午前＞ ＜午後＞

月曜日

職員採用面接
廃棄物
減量等推
進審議会

打合せ
（監査委員
事務局）

かながわ
海洋ツーリ
ズム推進
協議会

火曜日

ふれあいスクール（４カ所）の
視察

「逗子市手をつ
なぐ育成会」
意見交換

スマイルスクー
ル開校式に出

席
水曜日

鎌倉市役所で、横須賀市長、鎌倉市長、
三浦市長、葉山町長と意見交換

黒岩知事や関係者と海上交通
の導入などについて協議

2017年８月21日～27日



総合計画実施計画の
総括評価のまとめ

ずし平和デー
オープニング

挨拶

打合せ
（環境都市部・
市民協働部）

木曜日

逗子アートフェスティバル
リバースグラフィティ

制作ワークショップに参加

逗子警察署
長と面談

決裁
ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ

世界選手権優勝・松岡
さんが表敬訪問

商工会会
長と面談金曜日

＜休み＞
ピースメッセンジャ

ー報告会
逗葉医師
会納涼会土曜日

＜休み＞
オープンウォーター
スイミング大会表彰式

日曜日

＜午前＞ ＜午後＞



この他、
スケジュールの合間に、
◎所管課との打ち合わせ
◎決裁
などを行っています。



市長になりたい？

なりたいとは思わない？

•前回宿題で書いた内容を紹介

•なりたい、又は、なりたくないと思う理由
をグループ内で紹介しあってください

アイスブレイク 10時30分まで



逗子市の市長は

どうあるべきか
時間に余裕があれば、市長に関する
ルールについても話し合ってください

グループの話し合い 11時00分まで

記録係を1名決め、Ａ３シートに記録ください



グループワーク続き 11時10分まで

市長の「宣誓文」

を考える

（参考）‘宣誓文’の参考



発 表

「市長はどうあるべきか」

で出てきた意見・ルール
時間の関係で３名程度



席替え
参加者と職員でグループを分けます

（正面）

職員 参加者



職員に期待すること

グループの話し合い 11時45分まで

記録係を1名決め、Ａ３シートに記録ください

（職員グループは次のテーマでお話しください）

自分たちはどうありたいか



意見交換

職員に期待すること

→職員が回答



次回予告

12月10日（日）１０：００～１２：００

第13回テーマ

条例の推進/見直し


